
地方公共団体における 
番号制度の活用について 

資料２ 



 
 
 

 
 

税務署に提出される法定調書の名寄
せが困難 

社会保障制度・税額控除制度の導入
が困難 

年金記録の管理等に不備 

医療保険などにおいて関係機関同士
の連携が非効率   等 

 
 

継続的な健康情報・予防接種履歴の確認 

年金手帳、医療保険証、介護保険証等の
機能の一元化 

 
 

 

 

 

 

番号制度導入 

課題 

複数の機関に存在する個人の情報の同
一性の確認ができないため、 

番号を用いて所得等の情報の把握とそ
の社会保障や税への活用を効率的に
実施 

真に手を差し伸べるべき人に対しての
社会保障の充実 

負担・分担の公正性、各種行政事務の
効率化が実現   等 

効果 将来 

現在 

２.番号制度で何ができるのか １.番号制度導入の趣旨 

 
 
 

 「総合合算制度（仮称）」の導入 

高額医療・高額介護合算制度の現物給付
化 

給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止 

（１）よりきめ細やかな社会保障給付の
実現 

（２）所得把握の精度の向上等の実現 

 
 

災害時要援護者リストの作成及び更新 
災害時の本人確認 

 
 
 

各種社会保険料の支払や、サービスを受
けた際に支払った費用（医療保険・介護保
険等の費用、保育料等）の確認 

確定申告等を行う際に参考となる情報の確
認 

 
 

所得証明書や住民票の添付省略 
医療機関における保険資格の確認 
法定調書の提出に係る事業者負担の軽減 

（３）災害時における活用 

（４）自己の情報や必要なお知らせ等の
情報を自宅のパソコン等から入手 

（５）事務・手続の簡素化、負担軽減 

（６）医療・介護等のサービスの質向上等 

３.番号制度に必要な３つの仕組み 

付番 新たに国民一人ひとりに、唯一無二の、 
民-民-官で利用可能な、見える「番号」を最新の
住所情報と関連づけて付番する仕組み 

情報連携 複数の機関において、それぞれの機
関ごとに「番号」やそれ以外の番号を付して管理
している同一人の情報を紐付し、紐付けられた情
報を活用する仕組み 

本人確認 個人や法人が「番号」を利用する際、
利用者が「番号」の持ち主であることを証明する
ための本人確認（公的認証）の仕組み 

システム上の安全措置 

•「番号」に係る個人情報
の分散管理 

•「番号」を用いない情報
連携 

•個人情報及び通信の
暗号化 

•アクセス制御    等 

国家管理（一元管理）への懸念 

名寄せ・突合により集積・集約された個人情報
の漏えい等の危険性への懸念 

不正利用による財産その他の被害発生への
懸念 

制度上の保護措置 

• 第三者機関の監視 
• 法令上の規制等措置
（目的外利用の制限、
閲覧・複写の制限、告知
要求の制限、守秘義務
等） 

• 罰則強化     等 

住民基本台帳ネットワークシステム最高裁合憲
判決（最判H20.3.6）を踏まえた制度設計 

 

４.安心できる番号制度の構築 

社会保障・税番号大綱（概要） 

１ 



マイ・ポータル 

紐付 

市町村の住民基本台帳 
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符号Ａ 
紐付 

符号Ｂ 

個人 

利用番号Ａ 属性情報 

紐付 

情報保有機関Ａ 

情報保有機関Ｂ 

ｱｸｾｽ記録 

霞が関ＷＡＮ 
 

ＬＧＷＡＮ等 

自己情報 
表示機能 

プッシュ型 
サービス 

ワンストップ 
サービス 

アクセス記録 
表示機能 

インターネット 

ICカードによる 

公的個人認証 

第三者機関 

情報連携基盤 
及び 

情報保有機関 
に対する 

監視・監査など 

４情報 「番号」 

公的個人
認証 

サービス 

地方共同法人 
（地方公共団体が共同で設立） 

住基ネット 

「番号」生成機関 

「 番  号 」 

４情報 

番号制度における情報連携のイメージ 

住民基本台帳法に基づき 
情報提供 

情報連携基盤 

【住民票】 
・氏名     ・住所 
・生年月日  ・性別 
・住民票コード  等 

利用番号Ｃ 属性情報 ４情報 「番号」 

利用番号Ｂ 属性情報 ４情報 

符号Ｃ 

都道府県・市町村（情報保有機関）※約1,800団体 

符号同士を 
紐付ける 
仕組み 

全国の都道府県・市町村 
をネットワーク化 

「住民票コード」 

市町村が 
「番号」 
を付番 
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地方公共団体における番号制度の活用の視点 

【社会保障・税番号大綱（抄）】（平成23年6月30日 政府・与党社会保障改革検討本部決定） 

Ⅲ 「番号」を告知、利用する手続の範囲 
 国民が「番号」を告知、利用する手続については、当面、以下の各分野に掲げる範囲を念頭に置きつつ、さらに法案策定まで
に精査する。 

（中略） 
 ７．その他 

・ 社会保障及び地方税の分野における手続のうち、地方公共団体の条例に定めるものに係る利用 
 具体的には、地方公共団体が独自に条例に定めて行っている社会保障給付に係る手続や地方税に係る手続に関し、住
民に「番号」の告知又は提出を求めることができるようにする。 

【社会保障・税番号大綱（抄）】（平成23年6月30日 政府・与党社会保障改革検討本部決定）  

Ⅹ マイ･ポータルへのログイン等に必要なＩＣカード 
 ２．交付等 

（12）市町村長その他の市町村の執行機関は、ＩＣカードを、条例の定めるところにより、条例に規定する目的のために利用すること
ができる。 

【社会保障・税番号大綱（抄）】（平成23年6月30日 政府・与党社会保障改革検討本部決定）  

Ⅸ 自己情報の管理に資するマイ･ポータル 
 ２．機能 

 個人がマイ･ポータルを通じて、①自己の「番号」に係る個人情報についてのアクセス記録の確認、②情報保有機関が保有する自
己の「番号」に係る個人情報の確認、③電子申請、④行政機関等からのお知らせの確認を行うことができることとする。 

視点１ 「番号」の利用を条例で定めることができる 

視点２ 「ＩＣカード」の利用を条例で定めることができる（市町村） 

視点３ 「マイ・ポータル」で、プッシュ型の行政サービスを行うことができる 
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視点１：「番号」の利用とセキュリティの確保 

申請書 
「番号」：12345 
氏名 総務花子 
住所 甲県X市  
性別 女性 
生年月日 1975/1/1 

甲県 

【○○課】 

「番号」 氏名 住所 性別 生年月日 属性情報 

１２３４５ 総務花子 甲県・・・ 女性 19750101 ○○○ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

「番号」 氏名 住所 性別 生年月日 属性情報 

１２３４５ 総務花子 甲県・・・ 女性 19750101 ××× 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

【××課】 

他団体 
【視点１－３】 
他団体に必要な属
性情報がないか 

①申請 

②名寄せ 

情報連携基盤 

③情報連携 
（データベースマッチング） 

【視点１－１】 
自団体の他課に必
要な属性情報がな
いか 

住民 

４ 

【視点１－２】 
どのようにセキュ 
リティを確保するか 



視点２：「ＩＣカード」の利用 
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【ＩＣチップ部分のイメージ】 

【視点２】 
（方法１） 
 他データベースへのアクセスキーを格
納する 
（方法２） 
 属性情報そのものを格納する ５ 



視点３：「マイポータル」の利用 
【マイポータルのイメージ】 

【視点３】 
特定の個人に、具体的に周
知したい事項はないか 

６ 



「番号」の利用と業務の見直し 

【地方自治体の業務と他団体との連携】 

（参考）平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業（総務省） 

台帳 

【視点４】 
業務の流れを見直
してみよう 

７ 



災害フェーズの分類 

▽ 
災害 

30分後 3日後 １ヶ月後～ 

・災害の周知 

・安否確認 

・避難所 

・罹災証明書 

・仮設住宅 

平常時 災害発生時 災害発生後 復旧期 

【視点５】 
地域防災計画を読み直してみよう 

復興期 

（参考）「東日本大震災に学ぶ今後のＩＣＴ活用のあり方に関する調査報告」（平成23年8月4日 日本生産性本部）参照 
８ 


